
令和８年３月３１日  

報 道 発 表 資 料  

川崎市上下水道局 

 

 

ＮＨＫ放送が受信できる設備における上下水道局所有の車両での 

新たな受信契約漏れの発覚について 

 

 

全国の自治体でＮＨＫ受信料の契約漏れが報じられていることを受け、令和７年４月に

実施した全庁的な調査の結果、全庁で１０２件の契約漏れが発見されたことについて、令

和７年５月２３日に御報告しました。その後、区役所において合計３０台の契約漏れが新

たに発覚したことについて、令和７年９月１０日に御報告したところです。 

この度、上下水道局において、ＮＨＫが受信可能な車載カーナビが契約の対象となるこ

とが新たに確認されたことにより、合計９台の契約漏れ（最長は令和２年６月設置分）が

新たに発覚しましたので、御報告いたします。 

適正な事務処理がされず、市民の皆様の信頼を損ねることとなり、深くお詫び申し上げ

ます。 

未契約のものについては、現在、ＮＨＫ横浜放送局と協議を進めており、適切に契約及

び支払い事務を進めてまいります。 

 

 

１ 新たに未契約が判明した機器の台数 

地上波放送が 

受信可能なＴＶ 

衛星放送が 

受信可能なＴＶ 

ＮＨＫが受信可能な 

車載カーナビ 
合計 

０台 ０台 ９台 ９台 

 

２ 経過 

・令和７年４月に実施した全庁的な放送受信設備台数調査の結果、庁内で１０２台の契

約漏れが発見されました。 

・同年７月～８月にかけて、６つの区役所で計３０台の契約漏れが新たに発覚しました。 

・令和８年２月に、令和８年度の放送受信設備台数調査を行う中で、上下水道局の一部

の公用車において、ＮＨＫが受信可能な車載カーナビの受信契約を結んでいなかった

ことを確認しました。 

・同年２月～３月にかけて、同様の事例がないか上下水道局内において再調査を実施し

たところ、合計９台の契約漏れが発覚しました。 

 

 



３ 原因 

毎年度、総務企画局総務部庶務課にてＮＨＫ放送受信料支払いのために放送受信設備台

数調査を行っており、令和７年４月には全庁的な調査も行っておりますが、公用車の車載

カーナビを含めて的確に対応する必要があったにもかかわらず、これまで公用車のリース

替えの際に、新たな公用車に設置されている車載カーナビがＮＨＫ放送受信契約の対象と

なるかについて、現物の確認が実施できていなかったことが主な原因であると考えていま

す。 

 

４ 今後の対応及び再発防止策 

未契約のものについては、現在ＮＨＫ横浜放送局と協議を進めており、適切に契約及び

支払い事務を進め、支払額については、各案件の状況等をＮＨＫと協議し、精査してまい

ります。 

再発防止策として、上下水道局において、ＮＨＫ受信契約漏れに関する注意喚起を促す

総務企画局通知文について、管理職会議等を活用するなどにより、周知徹底いたします。 

また、車載カーナビを含むテレビやモニター等の設備に受信契約の有無等を直接明示す

ることで、設置状況等を的確に把握できるようにするとともに、毎年のＮＨＫ放送受信契

約に係るテレビ等受信機の設置状況等の照会への対応に当たり、管理監督者を含めた複数

人による確認を行うなどの取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問合せ先 

川崎市上下水道局総務部庶務課 寺岡 

電話 044-200-3095 



 

【設置年度別内訳】 

 

設置年度 地上波ＴＶ 衛星ＴＶ 車載カーナビ 合計 

令和６年度 ０台 ０台 ２台 ２台 

令和５年度 ０台 ０台 ５台 ５台 

令和４年度 ０台 ０台 ０台 ０台 

令和３年度 ０台 ０台 １台 １台 

令和２年度 ０台 ０台 １台 １台 

 


